
 

 

 

地域の皆さんのご協力により、花いっぱいできれいな花壇となっています。 

 センターに足を運ぶたびに癒される花壇を、一緒につくってみませんか？ 

 河川敷の草刈りをあわせて行いますので、草刈り機をお持ちの方は、ご持参願

います。（草刈り機の燃料は、可能な範囲で提供いたします。） 

（共催） 

夏井町振興協議会 
夏井町老人クラブ連合会 
夏井町女性団体連絡会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
  第 45 号 令和 2 年 6 月 1 日 編集発行:夏井市民センター ☎ 53-2581 

開催日 令和 2 年 6 月 20 日（土） 

◎時 間 ８時 00 分～10 時 00 分  
◎場 所 夏井市民センター 広場 
◎持ち物 花苗の植栽・草取り及び草刈りが

できる服装、鎌など 
◎申込み 各地区の老人クラブ・女性団体 

または、市民センターへ 

ルピナスが咲き始めました。
お散歩の際には、ぜひ寄ってみ
てください。  

毎年、皆様からのご協力によ
りきれいに保たれており、大変
感謝をしております。今年も皆
様でご参加ください。  

 

 
 

放課後子ども教室では、宿題の見守りや体験活動のお手伝いをしてくださる有償ボランティアを随時
募集しております。（主な活動日は、火・金曜日です）一緒に活動しませんか？夏休みや冬休みには、セ
ンターでの活動や杓子舞い体験、川遊びなどの野外活動があります。  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 消費税率の引き上げに伴い、令和２年４月１日から使用料金を下記のとおり改定いたしま

した。ご理解いただきますよう、お願いいたします。  

【夏井市民センター施設使用料】  

 

区 分  

 

単 位  

使 用 料  

9 時から 17 時まで  17 時から 22 時まで  

4 時間未満  4 時間以上  3 時間未満  3 時間以上  

多目的ホール  １室につき  920 円  1,200 円  920 円  1,200 円  

講座室  

保健相談室  

営農研修室  

調理室  

 

１室につき  

 

380 円  

 

510 円  

 

380 円  

 

510 円  

営業の宣伝等の場合（または、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する

場合）は、既定の使用料の２倍に相当する額となります。 
 
 

 

 

 

夏井市民センター 電話番号 53-2581 ファックス 52-2125 

【ご利用いただけるサービス】 

・戸籍謄本・抄本 

・住民票 

・印鑑証明書 

など、久慈市役所市民課で取得

できる各種証明書の発行を行

っています。（異動手続きや税

証明等の発行、料金収納は行っ

ておりません。） 

 本人確認書類が必要となり

ます。窓口にお問い合わせくだ

さい。 

夏井市民センター使用料金の改定について 

～感染症対策へのご協力をおねがいします。～ 

 新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」や「マス

クの着用を含む咳エチケット」です。センターへ来る前に熱を測ってみ

てください。発熱症状がある時などは、無理せず休養しましょう。 

夏井市民センターツイッター @natui_chou 

←スマホでＱＲコードを読み込むとＵＲＬが表示されます。 

事業の報告や参加者の追加募集、イベント
中止のお知らせなど、センターだよりでは書
いていなかった情報もゲットできます♪ 


